
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 国が定めた食品表示のルールである「食品表示基準」を、持ち運びに便利な冊子（A5判）にまとめました。 

⚫ 「食品表示法」のほか、機能性表示食品やアレルゲンを含む食品の表示に関する告示・通知等を新たに附録化。 

⚫ 条項番号や別表ごとの詳細な目次とインデックスがあるので目的の情報が検索しやすくなっています。 

出 版 物 申 込 書 
※ 一般社団法人日本農林規格協会（JAS協会）宛に 

FAX 03-3249-9388又は メール book■jasnet.or.jp にて送信してください。 

(■を＠に置き換えてご送信ください。) 

 
事務局 
記入欄 

注文数量 改訂第８版「ハンディ版 食品表示基準」 ×        冊 
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改 訂 

第８版 

発行・販売 一般社団法人 日本農林規格協会（JAS 協会） 
 03-3249-7120  https://www.jasnet.or.jp/ 

● 定価：3,500円（税込） 

● JAS協会員は 20％割引の2,800円（税込）、 

10冊以上まとめてご購入の方は 10％割引の3,150円（税込） 
で、それぞれご購入いただけます。 

● 送料は、別途実費で頂戴いたします。 

最新の基準全文が横書きで編集されており、 

本文、別表が見やすく、文字も大きく読みやすい。 

品質保証、品質管理担当者必携の一冊。 

一般社団法人 食品表示検定協会 

 理事長 湯川 剛一郎 様 

（令和７年度食品表示懇談会 座長） 
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▲ A5判 本文 315ページ 

2026 年 4月の食品表示基準大幅改正に完全対応。 

カシューナッツの特定原材料追加、 

個別品質表示事項・衛生表示事項の見直しを収録。 
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